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ANA Biz サポート 

 

ANA Biz ご利用企業様 

 

ANA Biz における適格請求書の取引年月日について 

 

日頃より ANA Biz をご愛顧賜り誠にありがとうございます。 

 

掲題の件、ANA Biz の適格請求書の取引年月日については、以下の通りとなりますので、ご確認くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

取引年月日（課税資産の譲渡等を行った年月日）＝航空券の購入日 

 

「対象期間」について 

月次請求書は、1日から月末までの 1カ月単位にて購入・精算した航空券の購入期間分での発行とな

ります。 

 

 

※ANA Biz ガイド 

 適格請求書の発行（ダウンロード）方法 

※前回までのお知らせ 

 ANA Biz におけるインボイス制度への対応について (8/20)   

   ANA Biz におけるインボイス制度への対応について（No.2）(9/17)  

以上 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/biz/guide/4_9.html
https://www.ana.co.jp/biz/notice/pdf/20230808_ja_01.pdf
https://www.ana.co.jp/biz/notice/pdf/20230912_ja_01.pdf
https://www.ana.co.jp/biz/notice/pdf/20230912_ja_01.pdf

